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第１ 債務者主張の対策では安全確保ができないこと 

（債務者の準備書面（３）の「１」に対する反論） 

 １ 本件原発の事故対策についての問題 

債務者が主張する対策では，基準地震動の過小評価などの根本的問題への対

策ができておらず，安全確保となっていないことは，債権者がこれまで主張す

るとおりである。 

   また，債務者は「重大事故等が発生した場合においても，本件３号機の安全

性を確保することができるよう」安全確保策を強化していると述べるが，その

対策でも安全確保はできない。 

   例えば，債務者は，多様化自動作動盤（ＡＴＷＳ緩和設備）（答弁書２６３頁

「ｂ」）の電源について，「仮に外部電源の喪失を仮定しても，重大事故等対処

設備全体に必要な電力供給量に対して，ディーゼル発電機からの電力供給量が

十分大きいため，対応が可能である。」（乙１３，１５８頁５行目）と主張する。

債務者の主張は，基本的には外部電源を用いるが，仮に外部電源を喪失しても，

非常用ディーゼル発電が確実に起動するとの主張である。 

   しかし，福島第一原発事故では，鉄塔が倒れ，外部電源を喪失した。当時，

外部電源設備は，耐震重要度分類がＣクラスであった 1。福島第一原発事故の

直後，識者は，外部電源設備は盲点であった，これからは，耐震重要度分類を

上げなければならないと発言していた。しかし，新規制基準においても，外部

電源設備の耐震重要度は，Ｃクラスに留め置かれた。そのため，福島第一原発

事故後においても，外部電源設備は，地震・津波による過酷事故が起きた場合

に使用不可となる危険が高いのである。使用不可となる危険の高い外部電源を

基本的に使用するとしている点で，債務者主張の対策は脆弱である。 

   これに加え，非常用ディーゼル発電機が起動しなかったケースは，過去，め

                                            
1 耐震重要度分類は，Ｓ，Ｂ，Ｃの３クラスに分かれる。Ｓクラスの設備機器は，基準地震動

によっても機能を失わないことが求められ，Ｃクラスの設備機器は，一般の産業施設と同等の

安全性を保持すればよいとされている。 
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ずらしくない（甲Ａ２８２）。 

   以上のとおり，債務者が主張する対策は，電源確保の点をとってみても，従

来の問題が解決されておらず，原発の安全を確保するものではない。 

 ２ 防災対策についての問題 

   債務者は，伊方住民の避難についても事業者として最大限の協力をすべく，

内容の改善，充実化の取り組みを継続的に実施していると主張する。 

   しかし，内容の改善や充実化についての具体的な取り組みはもちろん，その

効果が伊方住民の避難にとってどの程度あるのか等についても一切主張してい

ない。 

   そのため具体的な反論はできないが，伊方原発周辺の住民には，以下のよう

な事故の際の避難に困難が伴うことを指摘しておく。なお，愛媛県地域防災計

画（甲Ｂ１９５＝本訴甲１３７・３頁）によれば，ＰＡＺ（予防的防護措置を

準備する区域，原子力施設を中心にして概ね半径５ｋｍの地域）の対象は伊方

町，ＵＰＺ（緊急時防護措置を準備する区域，原子力施設を中心にして概ね半

径３０ｋｍの地域からＰＡＺを除いた地域）の対象は伊方町，八幡浜市，大洲

市，西予市，宇和島市，伊予市，及び内子町とされ，これらの範囲内の人口は

１３万５０１９人（原子力規制委員会「原子力発電所周辺地域の人口データ」，

甲Ｂ１９６）であり，福島第一原発の３０ｋｍ圏内の人口とほぼ同程度である。 

  (1) 本件原発以西の地域についての問題 

    本件原発は，佐田岬半島の付け根付近に立地し，半島は１ｋｍ前後の幅し

かないため，半島西部の住民は，事故の場合，陸路により東方向に避難する

ことが不可能となる。 

    そのため，国道１９７号を使用して移動し，最終的には航路によって避難

しなければならない。 

    しかし，本件原発以西のＵＰＺの住民は約５２００人おり，航路によって

伊方町三崎港より，大分県の佐賀関に避難することとなるが，定期便だけで
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大分県に避難するとなると，全員が避難するのに１６時間半かかるとされる

（甲Ｂ１９７＝本訴甲１３９、１６１頁）。 

    また，債権者準備書面(4)で主張したとおり，佐田岬半島は日本有数の地す

べり地帯であり，地震に伴う地すべりによって，同半島を東西に縦走する国

道１９７号が遮断され，１９７号が避難路として使用できない事態も容易に

想定されるところである。 

    さらに，地震に伴い津波も発生した場合には，三崎港や船が使用できない

事態となることも容易に想定される。 

  (2) 本件原発以東の地域についての問題 

    愛媛県の避難計画では，避難手段については，「住民の自家用車及び船舶の

ほか，県等が手配したバスや船舶，鉄道などの公共手段，又は防災関係機関

の車両や船舶，ヘリコプター等により避難するものとする」（甲Ｂ１９７＝本

訴甲１３９・２７頁），「あらゆる手段」（同７６ないし８６頁）と記載される。 

    しかし，県等の手配には相当の時間を要することは明らかであるため，事

実上，自家用車が主となる。 

    陸側の八幡浜市，大洲市，西予市，宇和島市，伊予市，及び内子町につい

ては，平野部が乏しく，陸路で圏外へ脱出する経路としては，いくつかの国

道等に限られる。宇和島市の場合，同市南部へ避難するほかは，大部分の住

民は、松山市方面へ避難することが予想される。この場合，避難ルートは限

定され，国道１９７号，同３７８号，同５６号，同３３号，及び一部の主要

地方道（県道）及び松山自動車道に集約される。国道の大部分は片道１車線

でしかない。また，国道３７８号は海沿いにあり，地震に伴い津波が発生し

た場合には通行止めとなる可能性がある。 

    このようなことから，住民が避難する場合には，これらの陸路において長

期間にわたり渋滞が発生することは不可避である。 

    この点に関し，愛媛県の避難計画において，避難先を指定したケースで，
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ＵＰＺ圏内住民に目的地に一斉避難指示が出た場合には，最大で１８時間要

すると計算されている（甲Ｂ１９７＝本訴甲１３９・１６２頁）。 

  (3) 避難弱者の問題 

    福島原発事故の際，多くの入院患者に犠牲が出たことや避難に多くの困難

が生じたことは周知のとおりである。 

    原発事故時の対策として，国は，地域防災計画の策定で原発から３０ｋｍ

圏内も病院や社会福祉施設の避難計画の策定を求めているが，本件原発のＵ

ＰＺ内には１４の病院と２８２の社会福祉施設があるところ，朝日新聞の調

査によれば，避難計画を策定している病院はわずかに２，社会福祉施設も３

７にとどまっている（甲Ｂ１９８＝本訴甲１４１号）。 

    このように，いわゆる避難弱者の避難に関してはそもそも避難計画すら定

められていない状態である。 

  (4) 小括 

このように，債務者が主張する伊方地域における緊急時対応に係る計画に

もかかわらず，本件原発周辺住民には相当な避難の困難が伴うことは明らか

である。 

 

第２ 本件発電所が事故を起こした場合のシミュレーションについて 

（債務者の準備書面⑶の「２⑴」に対する反論） 

   債務者は，福島第一原子力発電所事故のような事故を起こさないよう安全確

保対策の強化を図るとともに事故の影響を緩和するための対策や原子力防災対

策を講じているとする。 

   しかし，債権者らは，本件発電所が事故を起こした場合の被害予測として，

シミュレーションの結果を主張したものである。 

   したがって，債務者の反論は，反論になっていない。 
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第３ ２０ｍ㏜以下の放射線量で汚染された地域で居住することは危険であること 

（債務者の準備書面⑶の「２⑵」に対する反論） 

   債務者は，避難の基準として，ＩＣＲＰ（国際放射線防護委員会）が緊急事

態時に参考とすべき基準のうち最も厳しい値として年間積算線量が２０ｍ㏜を

採用している旨を述べる。 

   しかし，債務者も認めるとおり，この年間２０ｍ㏜は「緊急事態」を想定し

たものであり，普段の生活を想定した基準ではない。「緊急事態」は，一時的な

事態である。これに対して，普段の生活は，人が生まれてから死ぬまでの一生

の間のものである。ICRP（国際放射線防護委員会）の勧告（１９９０年）（住民）

によると，被曝線量の限度は，平常時は年間１ｍSvである。 

   「緊急事態」を想定した年間２０ｍ㏜という基準は，人が生まれてから死ぬ

までの一生の生活に当てはめるべき基準では決してない。 

 

第４ 内部被曝の危険性 

（債務者の準備書面⑶の「２⑶」に対する反論） 

１ 債務者の曲解 

債務者は，放射線による人体への影響の指標として用いられる「実効線量」

について，債権者が「内部被爆がまったく考慮されていない」としていること

は，誤った認識に基づくと批判する。 

   しかし，この批判は，債権者の主張を正確に理解していないことに基づくも

のであることは明らかである。 

   債権者は，準備書面（３）において，被曝線量の評価法としての実効線量（Ｓ

ｖ）の計算方法から，放射線の人体に与える影響を示すものとしては不正確で

あると主張した（「後述の内部被曝がまったく考慮されていないこと，実測値に

基づかないものであることなどから，実効線量（シーベルト）は，放射線の人

体に与える影響を示すものとして不正確なものである。」（債権者準備書面
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（３）・Ｐ．２８上から１３行目））が，債務者は，この主張部分のみを切り取

り，「実効線量について内部被曝が全く考慮されていない」という主張に曲解し

たにすぎないのである。 

   以下，詳述する。 

 ２ 実効線量の計算方法について 

概ね，実効線量の計算方法そのものについては，債権者の主張と債務者の主

張とで大差はないものと思われる。 

つまり，実効線量は，組織・臓器の受けた放射線の等価線量に，組織過重係

数を乗じた上で，全ての組織・臓器について足し合わせて全身の放射線量とし

て算出するという計算方法である。 

   このような計算方法は，人間の肉体を直径３０センチの肉球と仮定しており，

基本的には外部被爆が想定され，過去の研究に基づき定められた放射線加重係

数や組織加重係数が用いられていることから明らかなように，実測値に基づく

ものではないことは明らかである。 

   なお、債権者は，内部被曝の場合に，実効線量として，一切計算されないと

いう意味で「（後述の）内部被曝が全く考慮されていない」と主張したものでは

ない。 

 ３ 実効線量は不正確であること 

   外部被曝であれ，内部被曝であれ，放射線の人体に対する影響は，被曝線量

（実効線量）が同じであれば同じであると考えられているのが一般であるが，

債権者らは，この考え方の前提となる実効線量について，その計算方法が，あ

くまでも実測値に基づかない机上のものであること等に加え，内部被曝の危険

性を全く考慮しない不正確なものであると批判し，裁判所が放射線の人体への

影響を判断するにあたっては，実効線量という不正確な数値にとらわれず，内

部被曝の危険性を十分に斟酌した上で，慎重に判断されるべきと主張している

のである。 
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   上記のとおり，実効線量の計算方法は，実測値に基づかないものであるため，

この点のみをもって不正確であると言えるが，さらに，以下のとおり，線量が

過小に評価され，とりわけ，内部被曝の危険性が全く考慮されていないため，

不正確なものとなっているのである。 

  (１) 全身化されるため過小評価されてしまうこと 

    実効線量を計算する場合，基本的には，全身の外部被爆による被曝線量の

計算が念頭に置かれ，これに基づき，組織加重係数が定められている。 

    例えば，頭部のみ１ⅿＧｙ（Ｘ線，放射線加重係数は１）被爆した場合に

は，頭部にある各組織ごとに被爆線量に組織加重係数を乗じて算出された線

量の総和として計算されることになるため， 

            （組織過重係数）×（等価線量） 

        実効線量＝ ０．０４  × １（ⅿＳｖ）  甲状腺 

＋０．０１  × １（ⅿＳｖ）  脳 

＋０．０１  × １（ⅿＳｖ）  唾液腺 

＋０．１２  ×０．１（ⅿＳｖ） 骨髄（１０％） 

＋０．０１  ×０．１５（ⅿＳｖ）皮膚（１５％） 

・・・・(頭部以外の臓器・組織はゼロである) 

            ＝０．０７ⅿＳｖ 

   と実効線量は計算されることになる。 

    他方で，線量が同じ１ⅿＧｙ（Ｘ線）の全身被曝の場合には，当然，実効

線量は１ⅿＳｖである。 

    このように，頭部のみの被曝した場合と全身で被曝した場合とでは，同じ

線量であったとしても，頭部のみ被曝した場合の方が実効線量としては遥か

に低い数値になってしまうのである。 

    放射線の電離作用からすれば，頭部にのみ集中的に被曝したのであるから，

頭部への放射線の影響は全身の場合のそれに比べて大きいと考えるのが当然
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なのに，実効線量の計算方法に従って計算した場合，全身化されてしまうた

め，実効線量としてははるかに低い数値になってしまうのであり，人体への

影響を考えるにあたって，（全身で）どれだけ放射線を浴びたかという被曝を

表す単位としての実効線量は，極めて不正確なものとなるのである。 

  (２) 内部被曝について 

    内部被曝は，放射性物質が人体内に入り，骨，肝臓，脾臓，甲状腺等の人

体組織に沈着することにより，人体内から放たれる放射線によって被曝する

ことを言う。 

    そもそも，放射性物質の塊は，直径が１０００分の１ミリメートル程度（こ

の中には約１兆個の原子が含まれる）でしかなく，内部被曝線量を測定する

には，様々な因子を確定させる必要があるが,そのような測定方法はないとさ

れ，実効線量の計算において，内部被曝が考慮されるとしても，あくまでも

推定値でしかない。 

    また，内部被曝の場合は，外部被曝とは異なり，飛程の短いα線やβ線に

よる被曝が中心となるが，α線やβ線はγ線に比べて高いエネルギーを持っ

ていることから，人体組織内のあらゆる分子に対する影響力は大きい（それ

ゆえ飛程が短いものとなる）く，かつ，局所集中的に影響を及ぼす上，放射

性物質が体外に排出されない限り，人体への影響がなくなることはない。す

なわち，高密度に，長期間に渡って人体に影響を及ぼすのである。 

    しかし，実効線量の計算方法によれば，α線については一定の放射線過重

係数が定められているものの，β線についてはγ線と同じとされるにすぎず，

局所集中的な被曝であることや，継続的な被曝であるという外部被曝にはな

い特有の危険性については全く考慮されない。 

    その結果，アのように全身化されて計算されることとあいまって，内部被

曝による実効線量は極めて低線量であるとされ，その影響（危険性）は，全

く無視されてしまうことになる。 
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    債権者らは，このようなことから，実効線量の計算方法は，不正確であり，

人体への影響を示すものとして実効線量を捉えることは間違っていると主張

しているのである。 

４ 小括 

以上のように，内部被曝は，実効線量としては過小評価され低線量の被曝で

あるとされているが，実効線量の計算方法からすれば，放射線による影響の実

質を数値化したものとは到底いえない不正確なものであり，債権者らの被害を

語る上で，とりわけ内部被曝は，人体に対して重大な影響を及ぼすものである

ことは重視されなければならない。 

 

 第５ 結論 

以上のとおり，本件原発の過酷事故によって，債権者らの人格権は，不可逆

的にしかも長期間継続して侵害される危険がある。 

以上 
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